
【誤】

注１　児童扶養手当法の改正(昭和60年)による旧法分を国、新法分を都として計上している。
　２　平成22年8月より父子家庭にも支給対象が拡大した。
資料　少子社会対策部育成支援課
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注１　児童扶養手当法の改正(昭和60年)による旧法分を国、新法分を都として計上している。
　２　平成22年8月より父子家庭にも支給対象が拡大した。
資料　少子社会対策部育成支援課
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福祉・衛生 統計年報の訂正について 
                                                                                                                                                                        平成27年2月 
 
平成24年度報につきまして、次のとおり、訂正いたします。 
 
福祉統計年報編 
４ ひとり親福祉 
（３）児童扶養手当 
 P90 第5－4表 児童扶養手当受給状況 
    


